
（参考資料） 

 
 

バリアフリー法基本方針における目標 
〈平成２３年改正：平成３２年度までの達成目標〉 

 

○ 旅客施設（共通） 

１日当たりの平均的な利用者数が 

（旧：平成２２年（２０１０年）まで）５，０００人以上 

→（新：平成３２年度まで）３，０００人以上 

の鉄軌道駅、バスターミナル、旅客船ターミナル及び航空旅客ターミナルについて、

原則としてすべて、   

・段差の解消 

・視覚障害者誘導用ブロックの整備 

・障害者用トイレの設置      等のバリアフリー化を実施する。 

 

○ 車両等 

（旧：平成２２年（２０１０年）まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新：平成３２年度まで） 

車両等の種類 車両等の総数 目 標 値 

鉄軌道車両 約５２，０００ 約２６，０００ （約５０％） 

バス車両 約６０，０００ 平成２７年までに、原則として 

すべて、低床化された車両に代替 

（うちノンステップバス） 

約１８，０００ （約３０％） 

福祉タクシー       － 約１８，０００ 

旅客船 約 １，０００ 約   ５００ （約５０％） 

航空機 約   ５３０ 約   ３４０ （約６５％） 

車両等の種類 車両等の総数 目 標 値 

鉄軌道車両 約５２，０００ 約３６，４００ （約７０％） 

バス車両 約５０，０００ 

（適用除外認定車両を除く）

ノンステップバス 

約３５，０００ （約７０％） 

 

    約１０，０００ 

（適用除外認定車両） 

リフト付きバス又はスロープ付きバス 

約 ２，５００ （約２５％） 

福祉タクシー           － 約２８，０００ 

（ユニバーサルデザインタクシーを含む）

旅客船 約   ８００ 約   ４００ （約５０％） 

航空機 約   ５３０ 約   ４８０ （約９０％） 


